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陳情第85号 市道大師河原４号線から産業道路にいたる箇所への歩道設置に関する陳情
１ これまでの主な経緯 ２ 産業道路駅前地区地区計画の概要（平成26年3月27日計画決定）

（１）概要
本地区を含む周辺地域は、羽田空港に近接した地域特性を活かし、商業・業務、研究開発機能等の
集積を図り、国際競争力を持った臨海都市拠点機能の形成に向け、都市再生緊急整備地域への指定と
合わせ、様々な取組を促進している。
このような中、本計画は、駅前広場・道路等の都市基盤を京浜急行大師線の連続立体交差事業の進
捗に併せ整備し、臨海部全体の交通アクセスの向上を図りながら、周辺環境と調和した商業・業務、
都市型住宅等の立地を計画的に誘導するため、必要な都市計画を定めている。

（２）主な内容

※B地区における地区整備計画の内容

年月 内容

H17.3 新総合計画「川崎フロンティアプラン」において、国際競争力を
持った臨海都市拠点機能の形成に向けた取組の推進を位置付け

H21.3 川崎臨海部土地利用誘導ガイドラインにおいて、産業道路駅前地
区での交通結節点整備を位置付け。京浜急行電鉄と連携した取組
を開始

H23.10 暫定バスバース（２バース）の供用を開始。川崎鶴見臨港バスに
よる殿町・浮島方面へのバス運行実施

H24.1 国の都市再生緊急整備地域「川崎殿町・大師河原地域」の区域に、
当該地区を含むエリアを拡大指定。当該地区の地域整備方針とし
て、産業道路駅の周辺整備とバスアクセスの向上を位置付け

H24.9 市道大師河原第４号線の道路区域変更を告示。当該路線の拡幅に
向けた取組を開始

H26.3 地区計画等都市計画決定

H28.6 B地区の分譲マンション（グレーシアシティ川崎大師河原）完成、
入居開始

H28.11 区画道路（市道大師河原第８号線）供用開始

H29.4 川崎市と京浜急行電鉄による包括連携協定の締結（駅前再開発、
沿線まちづくり等）

項目 従前 現在

地区計画の
決定

【A地区、C地区】目標、方針を決定
※A地区の一部に駅前交通広場等を整備
【B地区】目標、方針、地区整備計画を決定

用途地域の
変更

第二種住居地域
（容積率200％、建ぺい率60％）

近隣商業地域
（容積率300％、建ぺい率80％）

高度地区の
変更

第３種高度地区
（最高高さ20ｍ）

指定なし（高さ制限なし）
※Ｂ地区は地区計画で制限

項目 内容
地区施設 区画道路、歩道状空地、通路、広場
建物用途の制限 共同住宅、事務所・店舗等の商業・業務施設、保育所等は建築可能
建ぺい率の最高限度 ５０％
敷地面積の最低限度 １０００㎡
壁面の位置の制限 区画道路沿い：７ｍ その他の敷地境界：１０ｍ
高さの最高限度 ４５ｍ
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